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○松本市公契約条例施行規則 

令和５年６月３０日 

規則第５４号 

（目的） 

第１条 この規則は、松本市公契約条例（令和５年条例第２８号。以下「条例」という。）

の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（特定公契約） 

第２条 条例第２条第２号に規定する契約は、次のいずれかに該当するものとする。ただ

し、第１号及び第２号については、松本市財務規則（平成３年規則第１０号）第１１９条

の３第１項第１号に掲げるものを除く。 

（１） 予定価格１億円以上の工事請負契約 

（２） 予定価格（契約期間が１年以下のものにあっては当該予定価格とし、１年を超え

るものにあっては予定価格を契約月数で除して得た額に１２を乗じて得た額とする。）

１０万円以上の業務委託契約のうち、次に掲げる業務（以下「２号業務」という。）に

関する契約 

ア 施設の清掃業務 

イ 施設の警備業務（警備業法（昭和４７年法律第１１７号）第２条第５項に規定する

機械警備業務を除く。） 

ウ 施設の電話交換又は受付業務 

エ 施設の宿日直業務 

（３） 松本市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例（平成１５年条例第４６

号）第３条の規定により指定された指定管理者との協定（以下「協定」という。）のう

ち、公募によるもの 

（従前従事労働者の雇用対象業務） 

第３条 条例第７条に規定する業務は、次のとおりとする。 

（１） 前条第２号ウに規定する業務 

（２） 前条第３号に規定する業務のうち、市長が指定する業務 

（報告書の提出） 

第４条 条例第８条第１項又は第２項の規定による提出は、松本市公契約労働環境報告書

（様式第１号又は様式第２号）によるものとする。 

（協定の下請における提出対象者） 

第５条 条例第８条第２項に規定する規則で定める者は、協定に係る業務のうち２号業務を

請け負う者とする。 
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（労働者への周知） 

第６条 条例第１０条の規定による周知は、次のいずれかの方法によるものとする。 

（１） 特定公契約に係る業務が実施される作業場所の見やすい場所への掲示 

（２） 書面での交付 

（３） その他市長が適当と認める方法 

（労働者からの申出） 

第７条 条例第１１条第１項の規定による申出は、松本市公契約労働環境申出書（様式第３

号）によるものとする。 

（是正の求め） 

第８条 条例第１５条第１項の規定による求めは、松本市公契約労働環境等措置通知書（様

式第４号）によるものとする。 

（是正の報告） 

第９条 条例第１５条第２項の規定による報告は、松本市公契約労働環境等措置報告書（様

式第５号）によるものとする。 

（公表の通知） 

第１０条 条例第１６条第１項の規定による参加資格の停止は、松本市公契約指名停止等通

知書（様式第６号）によるものとする。 

（審議会） 

第１１条 条例第１７条に規定する審議会に会長及び副会長各１人を置き、委員の互選によ

り定める。 

２ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代

理する。 

４ 審議会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。 

５ 審議会の庶務は、財政部契約管財課において処理する。 

（補則） 

第１２条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この規則は、令和５年７月１日から施行する。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和５年１２月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則による改正後の松本市公契約条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後

に契約を締結する公契約から適用する。 
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様式第１号（第４条関係） 

様式第２号（第４条関係） 

様式第３号（第７条関係） 

様式第４号（第８条関係） 

様式第５号（第９条関係） 

様式第６号（第１０条関係） 

 


